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別表（第13条関係） 

1 漁港施設の使用料                       【（ ）内、税抜】 

施設名 目的 計算単位 計算単位当たりの使用料 

基準 使用料 

係留施設 

岸壁、桟橋及び

物揚場 

定期運行の船舶の係留 1トン 月額 16.5円  

（15円） 

定期運行以外の船舶の係留 1トン 日額 22円  

（20円） 
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2 漁港施設の占用料                       【（ ）内、税抜】 

占用の目的 計算単位 計算単位当たりの 

占用料 

摘要 

基準 占用料 

桟橋の設置 1平方メートル 年額 165円  

（150円） 

  

管類の設置 1メートル 年額 66円  

（60円） 

外径が30センチメートルを超える

ものについては、左の額に30センチ

メートルを超える外径が30センチ

メートルを増すまでごとに60円を

加算する。 

法第3条第2号に掲げ

る機能施設 

1平方メートル 年額 165円  

（150円） 

  

上記の施設に類する

施設 

1平方メートル 年額 220円  

（200円） 

  

電

柱

類

の

設

置 

電柱その他の柱

類 

1本 年額 330円  

（300円） 

  

鉄塔 1平方メートル 年額 187円  

（170円） 

  

上

空

占

用 

電線類 単線 1メートル 年額 22円  

（20円） 

索道類は、複線として計算する。 

複線 1メートル 年額 44円  

（40円） 

その他の工作物 1平方メートル 年額 77円  

（70円） 

  

公告物類の設置 1平方メートル 年額 968円  

（880円） 

  

機械類の設置 1平方メートル 年額 165円  

（150円） 

行動範囲をもって占用面積とする。

船渠
きよ

 1平方メートル 年額 77円  

（70円） 

  

貯木場 1平方メートル 年額 77円  

（70円） 

  

養魚場又は養殖場 1平方メートル 年額 7.7円  

（7円） 

  

その他の

工作物 

公共空地 1平方メートル 年額 165円  

（150円） 

  

水域 1平方メートル 年額 77円  

（70円） 
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3 土砂採取料                          【（ ）内、税抜】 

種別 計算単位 計算単位当たりの土砂

採取料 

土 1立方メートル 82.5円  

（75円） 

砂 1立方メートル 99円  

（90円） 

かき込み砂利 1立方メートル 99円  

（90円） 

砂利 1立方メートル 132円  

（120円） 

栗石（径15センチメートル以内のもの） 1立方メートル 99円  

（90円） 

玉石（径15センチメートルを超えるもの） 1立方メートル 99円  

（90円） 

転石（控え30センチメートル以内のもの） 1個 22円  

（20円） 

転石（控え40センチメートル以内のもの） 1個 33円  

（30円） 

転石（控え60センチメートル以内のもの） 1個 49.5円  

（45円） 

転石（控え60センチメートルを超えるもの） 1個 66円  

（60円） 

特殊石 1立方メートル 3,300円  

（3,000円） 

備考 この表による土砂採取料の算出に当たっては、2 漁港施設の占用料の備考（3の規定を

除く。）を準用する。 

 


